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担当部課名 担当課長名 担当者職氏名 連絡先電話番号 

総務部税務課 矢野 徹 
税務課長 

矢野 徹 
（0836）82-1126 

件名 
企業年金基金合算漏れに伴う市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料

及び介護保険料の更正等について 

内   容 

１ 概要 

令和３年度個人住民税の課税資料の中に、労働者健康安全機構企業年金の支払報告書が合算さ

れておらず、誤った金額で当初賦課を行っていたため、個人住民税、国民健康保険料、後期高齢

者医療保険料及び介護保険料に追加更正が生じた。 

２ 該当する件数 

○個  人  住  民  税      １４件   ４３８，１００円 

○国 民 健 康 保 険 料        ３件    ９３，６７０円 

○後期高齢者医療保険料           １２件   ４０２，２９０円 

○介  護  保  険  料            １１件   １６１，７００円 

○後期高齢者医療自己負担限度額認定  ４件 

 合計              ４４件 １，０９５，７６０円 

※保育料、住宅使用料については該当なし。福祉医療費や就学援助の判定基準への影響もなし 

３ 原因 

令和３年１月、労働者健康安全機構企業年金からの支払報告書が９３件分電子データで市へ提

出された。通常、提出された公的年金の支払報告書は、全て合算して、当初賦課を行うべきとこ

ろ、労働者健康安全機構企業年金の合算ができておらず、年金収入や雑所得を過少に算出してい

た。 

４ 対応 

９３件中、自身で確定申告をし、既に公的年金が合算済となっていた７４件を除く１９件につ

いて、改めて労働者健康安全機構企業年金を合算し、個人住民税税及び各保険料を算出し、対象

者へ事情を説明の上、正当な金額への理解を求める。 

 今後は、当初賦課の重要性を再認識するとともに、資料のチェック体制の強化やデータの取込、

入力に誤りがないよう徹底し再発防止に努める。 

５ 対応状況（１１月１２日（金）１５時現在） 

４４件１９世帯中すべてにおいて訪問又は電話にて説明し、関係書類一式（お詫びの文書と市

税及び各保険料の更正通知書等）を手交又は郵送した。 
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